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チイキズカン利用約款 

 

株式会社 XLOCAL（以下「当社」といいます）は、当社が「チイキズカン」の名称のもと

に展開する採用関連サービス（以下あわせて「本サービス」といいます）を契約者（第 1 条に

定義します）に提供するにあたり、以下のとおりサービス利用約款（以下「本約款」といいま

す）を定めます。本サービスの契約者は、本約款に従い本サービスを利用するものとします。 

 

     

第１条 総則 

 

第１条（目的） 

本約款は、本約款に同意の上、当社との間でサービスの利用に関する契約（以下「本契約」

といいます）を締結した者（以下「契約者」といいます）が、本サービスを利用するにあたり

必要な条件を定めることを目的とします。 

 

第２条（用語の定義） 

本約款において使用する用語の定義は、本約款に定めるもののほか、次の各号に定めるもの

とします。  

(1) 本システム：当社が運営する複業プロ人材採用関連支援システム「チイキズカン」

をいいます。 

(2) チイキズカン会員：当社の定める方法により本システムに会員登録をしている求職

者をいいます。 

(3) 会員所属法人：チイキズカン会員が現在又は過去に所属（業務委託、雇用等契約形

態の如何を問わず業務に従事していることをいいます）している法人をいいます。 

(4) 企業マイページ：契約者が本システム上で閲覧可能な企業管理画面であって、求人

情報の編集、チイキズカン会員の検索及びスカウトの送信、チイキズカン会員が同

意した場合に当該会員との間で連絡等を取ることができるページをいいます。 

(5) 会員マイページ：チイキズカン会員が本システム上で閲覧可能な会員管理画面であ

って、契約者との間で連絡等を取ることができるページをいいます。 

(6) 求人情報：契約者が企業マイページ上で編集した、求人ページに掲載を希望する求

人情報をいいます。 

(7) 求人ページ：求人情報が掲載されているチイキズカン上のページをいいます。 

(8) 応募情報データ：契約者に応募する際に提出するチイキズカン会員の履歴書や職務

経歴等の情報をいいます。 

(9) 採用：契約者（契約者の親子会社又は関連会社を含みます。次号においても同様と

します）が、チイキズカン会員との間で、業務委託契約、委任契約その他名称の如

何を問わず契約者の業務を受託等する旨の契約を締結することをいいます。 

 

第３条（本サービスの概要）  

１ 当社は契約者に対し、本サービスとして次の各号の業務を提供します。 

(1) 契約者の採用戦略に関する助言 

(2) 本システムにおける求人ページの提供及び求人情報に関する助言。なお、本システ

ムは第 8条 2 項の目的の範囲でのみ利用できるものとし、第三者（第 8条 2 項所定の

完全子会社を除きます）の求人目的や雇用契約等を行う目的で利用することはでき

ません。 
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(3) 本システムにおける企業マイページ、チイキズカン会員検索機能（個人を特定しな

い情報に限られます）及びスカウト機能（本システムに登録されたチイキズカン会

員の情報を契約者が閲覧・検索し、特定のチイキズカン会員に対して接触を図るこ

とができる機能をいいます）の提供 

２ 当社は本サービスの運営、保守その他本サービスに関する業務について、契約者の承諾

を得ることなく第三者に再委託することができるものとします。この場合、当社は、当

社の責任において当該再委託先について監督等するものとします。 

３ 当社は本サービスに付随又は関連して、研修の実施・イベントの開催等、個別の有償サ

ービスを提供し、又は有償イベント等を開催する場合があります。当該有償サービス、

イベント等への参加・出展等に関する諸条件（サービス利用料、イベント参加費用等を

含みます）は当社が別途定めるものとします。 

 

 

第２条 サービス利用契約 

 

第４条 （利用申し込み） 

１ 本サービスの利用を希望する者（以下「申込者」といいます）は、当社所定の申込書に

必要事項を記入のうえ当社に提出すること又は本サービスが提供する利用契約申込画面

より当社が指定する事項を書式又はフォームに記入し、インターネット回線を通じて送

信することにより、本サービスの利用を申し込むものとします。 

２ 前項の申し込みに対し、申込者が当社の取引基準に基づく審査により適格と判断された

場合、当社は本システムの利用のために必要なＩＤ・パスワード（以下、「管理用ＩＤ

等」といいます）を申込者に交付するものとし、かかる管理用ＩＤ等の交付をもって、

本契約が成立するものとします。なお、審査結果の理由については開示いたしませんの

で予めご了承ください。      

 

第５条 （初期費用・サービス利用料）  

契約者は当社に対し、申込書所定の本サービス利用開始日の属する月の翌月末日（同日が金

融機関休業日の場合、その前日）限り、申込書所定の初期費用及びサービス料を、申込書所定

の銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。但し、振込手数料は契約者の負担とし

ます。 

 

第６条 （利用期間及び自動更新）       

１ 本サービスの利用期間は、本契約成立時より、1 年間とします。また、本サービスの利用

期間満了 1 か月前までに、当社又は契約者のいずれからも書面（電磁的方法を含む。）に

よる本契約終了の意思表示がなされない限り、本契約は本約款所定の条件をもって更に 1

年間自動的に更新されるものとし､以後も同様とします｡但し､更新後のサービス利用料は

別途申込書において定めた内容が適用されるものとします｡ 

２ 契約者は､前項に基づき本契約期間満了に伴う本契約の終了を希望する場合､契約期間満了

1 か月前までに当社に対し､当社所定の書式に基づく契約終了通知を送付するものとしま

す｡ 
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第３条 本サービスの利用 

 

第７条 （本サービスの利用環境） 

契約者が、本システムを含む本サービスを利用するにあたり必要な機器、通信環境その他の

設備等は、契約者の費用と責任で準備するものとします。なお、契約者が本システムにアクセ

スすることができる機器は、契約者の管理下にある機器に厳に限られるものとし、公共のコン

ピュータ端末、契約者の管理下にない私用コンピュータ等を用いることはできないものとしま

す。 

 

第８条 （求人ページへの掲載） 

１ 契約者は、チイキズカン会員の閲覧に供するよう本システムを通じて自己の求人情報を掲

載し、又は次条所定のスカウトに添付する目的で、当社が別途認める場合を除き 3 件を上

限として、自己の求人情報を、企業マイページより入力して登録することができるものと

します。この場合、契約者は当社の定める最新の掲載・表記規定（以下「掲載・表記規

定」といいます）を遵守したうえで求人情報を自己の責任と判断において適宜入力するも

のとします。なお、「3 件」とは、本システム上に掲載されている求人情報 1 点につき 1

件とカウントします。また、当社が別途認めた上で本システムに 4 件以上の求人情報の掲

載を行う場合、第 5 条所定のサービス利用料に加えて追加費用が生じます。4 件以上の掲

載希望がある場合は当社までお問い合わせください。 

２ 契約者が掲載できる求人情報は、契約者又は契約者が完全親会社（会社法施行規則第 218

条の 3 に定めるものをいい、完全子会社についても同様とします）である場合の完全子会

社の業務を、チイキズカン会員に委託することを目的（以下「本システム利用目的」とい

います）するものに限られます。 

３ 当社の審査により、求人情報が掲載・表記規定に反すること、又は事実に反することが判

明した場合には、当社は、契約者に対してその修正を求めるものとし、契約者は修正を行

うものとします。また、修正後の内容につき、前項に従い再審査を受けるものとし、以後

も同様とします。  

４ 契約者が求人情報の修正を希望する場合、企業マイページにて修正後の求人情報を登録す

るものとし、この場合の審査については前二項同様とします。 

５ 当社は、契約者の承諾を得て、求人情報を変更することができるものとします。 

 

第９条 （スカウト）  

１ 契約者は、求人情報を添付し、紹介勧誘のための文章を記載したスカウトを企業マイペー

ジで作成の上、本システム上で検索抽出されたチイキズカン会員に対して自己の求人情報

の提供のため送信することができるものとします。 

２ 契約者は、本条に基づきメール添付送信された求人情報に変更が生じ、その他求人情報の

内容を訂正する必要が生じた場合には、直ちに当該変更や訂正を反映させ、スカウトを送

信したチイキズカン会員に変更や訂正内容を通知するものとします。 

３ 送信されたスカウトが掲載・表記規定に反すること、又は事実に反することが明らかにな

った場合には、当社は契約者に、スカウト本文及び求人情報の修正並びにチイキズカン会

員に対して修正の通知を行うことを求めることができるものとします。この場合の求人情

報の再送信についても前項と同様とします。 

４ 契約者がチイキズカン会員に対して送ることができるスカウト数の上限は、別途申込書に

て定めるものとします。 
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第１０条（利用停止等） 

当社は、契約者が第 5 条所定のサービス利用料の支払いを怠った場合その他本約款に違反し

た場合、契約者が義務を履行するまでの間、求人情報の掲載を休止することができます。 

 

第１１条（チイキズカン会員との連絡通知）  

１ 契約者は、スカウトに対してチイキズカン会員からなんらかの返信があった場合、当該チ

イキズカン会員との間で、本システム上にて連絡を取ることができるものとします。 

２ 契約者は、チイキズカン会員からのメッセージを企業マイページ上で受信した後、5 営業

日以内に当該チイキズカン会員に対して何らかの連絡を行うものとします。 

 

第１２条（報告の義務）  

１ 契約者は、当社に対し、チイキズカン会員が契約者の求人に対して応募した場合、その最

終選考結果、トライアル契約を締結した場合その旨及び契約内容を別途当社が定める方法

により報告するものとします。なお、当社は、自らチイキズカン会員に対し、最終選考結

果を確認することができるものとします。 

２ 契約者は、チイキズカン会員を採用した場合、採用日から 5 営業日以内に、契約者が採用

決定者と取り交わした条件を、別途当社が定める方法により当社に報告するものとしま

す。 

３ 契約者は、会員所属法人と取引を行う場合、当該取引に関する合意を行った日から 5 営業

日以内に、契約者が会員所属法人と取り交わした条件を、別途当社が定める方法により当

社に報告するものとします。なお、当社は、自ら会員所属法人に対し、取引の有無及び内

容を確認することができるものとします。 

４ 契約者は、チイキズカン会員又は会員所属法人との間で何らかの紛争が生じた場合、その

他チイキズカン会員等に対する苦情がある場合、第 29 条所定の当社問い合わせ先まで報

告するものとします。なお、本条の定めは当社が当該紛争、苦情等に対する対応、解決等

を行う義務を負うものではありません。 

 

第１３条（著作権等の取扱いについて） 

本システムに掲載又は掲載を予定している全てのコンテンツの著作権その他の知的財産権は、

当社に帰属するものとします。契約者は、著作権法等の法令上認められる場合を除き、当社の

許諾がない限り、本システム上の全部又は一部のコンテンツについて、利用、複製、転載、使

用許諾等をすることはできないものとします。      

             

第１４条（付随機能及びオプション等） 

１ 当社は、本サービスの付随機能又はオプション等として、有償又は無償で各種イベント

の企画及び実施その他の業務を提供することがあります。  

２ 契約者及び当社は、本サービスに前項に定める有償の付随機能又はオプション等を追加

する場合は、対価その他の条件につき別途合意するものとします。 

 

第１５条（禁止行為） 

契約者は、以下の行為を行ってはならないものとします。  

(1) 求人情報等の情報及びその送信、再送信に関する禁止事項  

ア. 法令の定めに違反し、又はそのおそれのある求人情報等の情報を送信、再送信す

ること 
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イ. 虚偽、架空の求人情報等、チイキズカン会員の判断に錯誤を与え、又はそのおそ

れのある求人情報等の情報を送信、再送信すること 

ウ. チイキズカン会員が不快を感じる可能性が高いと当社が判断する求人情報等の情

報を送信、再送信すること 

エ. その他当社が不適切と判断する求人情報等の情報を送信、再送信すること 

(2) その他一般的な禁止事項 

ア. 本システム利用目的以外でチイキズカン会員と連絡、取引等する行為 

イ. チイキズカン会員の判断に錯誤を与えるおそれのある行為 

ウ. 当社又は第三者に対し、財産権（知的財産権を含む）の侵害、名誉・プライバシ

ーの侵害、誹謗中傷、その他の不利益を与える行為又はそのおそれのある行為  

エ. 当社のサービス業務の運営・維持を妨げる行為  

オ. 本システムに関し利用しうる情報を改ざんする行為 

カ. 有害なコンピュータプログラム、メール等を送信又は書き込む行為 

キ. 当社のサーバに不正にアクセスする行為 

ク. 自動巡回プログラムの使用等、本システムを含む当社のシステムの全部又は一部

に過負荷をもたらすおそれのある行為 

ケ. 求人情報ないしスカウトの中に、契約者ないしその担当者の電話番号、メールア

ドレス等の連絡先を記載してチイキズカン会員へ提示する行為 

コ. 本システムを通して知り得たチイキズカン会員の情報を利用して、本システム以

外の方法を通じてチイキズカン会員に対して求人情報等を提供しようとする行為 

 

 

第４条 本サービスの保守、変更等 

 

第１６条（サービスの停止等）  

１ 次の各号のいずれかに該当する場合、当社は契約者に対して何ら事前通知なしに、自ら

の判断により、本サービスの全部又は一部を中断・停止・中止し又はその運営方法（本

サービスの内容や仕様を含みます）を変更できるものとします。 

(1) 本サービスの保守点検を定期又は緊急に行う場合 

(2) 火災、停電、天災等の不可抗力により本サービスの提供ができなくなった場合 

(3) 契約者が設置又は管理する設備の異常、故障、障害その他本サービスを提供できな

い事由が生じた場合 

(4) 当社の責によらない事由により、本サービスの提供ができなくなった場合  

(5) その他、当社が、合理的な理由により、本サービスの中断・停止・中止又は運営方

法の変更を必要と判断した場合 

２ 当社は、契約者への事前の通知により、本サービスの提供を終了すること、及び本サー

ビスとしての同一性の有無を問わず、本サービスの内容や仕様の全部又は一部につい

て、異なる内容や仕様とすることができるものとします。 

３ 契約者は、本条による、本サービスの中断・停止・中止や運営方法の変更、本サービス

の提供の終了及び本サービスの内容や仕様の変更に関して、当社に対して損害賠償等を

請求することはできないものとします。 

 

 

 

 



2025/06/04更新版 

6 

 

第１７条（変更） 

契約者は、当社のシステム環境の変化又は多数の契約者からの要請等により、契約者への事

前の通知なく企業マイページその他本システムの仕様を変更する場合があることを承諾します。

  

 

第５条 その他 

 

第１８条（免責・損害賠償） 

１ 当社は、本約款に別途定めるほか、本契約に関連して契約者に生じた損害のうち、以下

の事由により生じた損害については、一切責任を負わないものとします 

(1) 第三者が提供するウェブサイト又はサービスに関して生じた損害 

(2) 通常講ずるべき対策では防止できないウィルス被害、又は天変地異等の不可抗力に

よる損害  

(3) 通信回線、コンピュータ、ソフトウェア等の障害によるシステムの中断・遅滞・中

止・データの消失、データへの不正アクセスにより生じた損害 

(4) 本サービスを利用することにより、第三者（チイキズカン会員を含みますがこれに

限られません）との間に生じた損害 

(5) その他当社の責めによらない事由により生じた損害  

２ 本約款又は本契約に関連して、当社が契約者に対して債務不履行責任その他の責任を負

う場合には、本約款の他の定めにかかわらず、いかなる場合であっても、付随的損害、

間接損害、予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、将来の損害及び逸失利益に

係る損害は賠償すべき責任の範囲外とし、当該責任に基づく賠償額は第 5条に定める 1年

分のサービス料を上限とします。 

３ 契約者が本約款又は本契約に違反した場合、本契約の解除の有無を問わず、当社に生じ

た一切の損害（弁護士費用を含みます）を賠償するものとします。 

４ 当社は、チイキズカン会員が、当社が別途定める本システムに関する規約等に違反した

場合、当社の裁量により当該会員の会員資格の停止、除名等の処分を行う場合がありま

す。当該処分により契約者とチイキズカン会員等の間に紛争等が生じても、当社は一切

責任を負わないものとします。 

  

第１９条（反社会的勢力の排除）  

１ 当社及び契約者は、相手方に対し、本契約締結時において、自己、自己の代表者、役員

又は経営を実質的に支配する者（以下「自己等」といいます。）が暴力団、暴力団員、

暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総

会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者等（以下「反

社会的勢力」といいます）に現時点及び将来にわたって該当しないことを表明し確約し

ます。 

２ 当社及び契約者は、反社会的勢力と次の各号のいずれの関係も有しておらず、将来も有

しないことを表明し確約します。  

(1) 自己等又は第三者の不正利益を図る目的をもってするなど不当に反社会的勢力を利

用する関係 

(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供し又は便宜の供与をするなど反社会的勢力に関

与する関係   

３ 当社及び契約者は相手方に対して、次の各号のいずれの行為も、自ら又は第三者を利用
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して行わないことを確約します。 

(1) 暴力的な要求行為 

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為  

(4) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用い、相手方の信用を毀損し、又は相手方

の業務を妨害する行為  

(5) その他前各号に準ずる行為 

４ 当社又は契約者が前三項の表明又は確約のいずれかに反した場合には、相手方は何らの

催告を要しないで、本契約及び当社契約者間で締結している全ての契約の全部又は一部

を解除することができるものとします。 

５ 当社又は契約者が前項の規定により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じて

も、解除した者はこれを賠償することを一切要せず、また、当該解除により解除した者

に損害が生じたときは、相手方はその損害（弁護士費用を含みます）を賠償するものと

します。 

 

第２０条（秘密保持） 

１ 当社及び契約者は、相手方によって開示された又は本契約の履行により取得した相手方

の固有の技術上、営業上その他の業務上の情報（契約者においては本システム上で取得

したチイキズカン会員に関する一切の情報を含みます。以下「秘密情報」といいます）

を厳に秘密として扱うものとし、当該相手方の事前の書面による承諾なく、これらの情

報を本契約の目的以外に使用し、又は第三者に開示してはならないものとします。 

２ 前項により課された秘密保持義務は、以下の情報については適用されないものとしま

す。 

(1) 秘密情報の開示を受けた当事者（以下「被開示者」といいます）が秘密情報を開示

した当事者（以下「開示者」という）から開示を受け又は取得した時点で、既に公

知であったことを被開示者が立証できるもの 

(2) 開示者から開示を受け又は取得したのち、被開示者の責によらず公知となったこと

を被開示者が立証できるもの 

(3) 開示者から開示を受け又は取得した時点で、既に被開示者自らが正当に所有してい

たもので、かかる事実を被開示者が立証できるもの 

(4) 被開示者が、正当な権限を有する第三者から、秘密保持契約を課されることなく正

当に取得したことを立証できるもの 

３ 被開示者は、開示された秘密情報について善良な管理者の注意義務を持って管理し、開

示者の事前の書面による承諾なくして秘密情報の複写、複製物（ハードコピー、電磁的

コピーその他複製の形式を問わないものとします）を作成してはならないものとしま

す。 

４ 但し、法律上の秘密保持義務を負う専門家（弁護士、税理士、社会保険労務士を含みま

すが、これらに限られません）に対し、必要な範囲内でのみ開示する目的を有する場合

には、この限りではありません。 

５ 被開示者は、本条に違反した場合には、開示者に発生した損害（弁護士費用を含みま

す）を賠償するものとします。 

６ 契約者において、本条所定の義務は本契約終了後（終了事由の如何を問いません）もな

お有効に存続するものとします。 
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第２１条（個人情報の保護）  

当社及び契約者は、本サービスの利用に伴い相手方から開示又は提供されたチイキズカン会

員その他の者の個人情報を、個人情報保護法その他の法令、通達、ガイドライン等を遵守し、

善良な管理者の注意を持って厳密に管理するものとし、漏洩等の事故が発生し又はそのおそれ

があると判断した場合には、相手方との間でその対応につき誠実に協議するものとします。 

 

第２２条（情報の利用） 

１ 当社は、本システムを契約者に提供するにあたり、次の各号に定めるとおり本サービス

において提供等される情報を閲覧及び利用するものとし、契約者はこれを予め承諾する

ものとします。 

(1) 当社が本システムを契約者に提供するにあたり、必要な範囲内で、契約者に応募し

たチイキズカン会員の個人情報、応募情報データを閲覧及び利用することがありま

す。具体的には、契約者を担当する営業担当者及び関係者、本システムのシステム

運用者が、契約者に応募したチイキズカン会員の個人情報、契約者・チイキズカン

会員間のメールの送受信履歴・内容、応募情報データを閲覧及び利用することがあ

るものとします。 

(2) 前号に規定する閲覧及び利用の期間は、本契約の有効期間終了後も継続するものと

します。 

(3) 当社は、企業情報・ステータス管理その他の契約者及びチイキズカン会員による本

システムの利用記録及び個人情報を集計・分析し、個人を識別・特定できないよう

に加工した上で統計データ等を作成し、当該統計データ等につき何らの制限なく利

用（契約者及び第三者への提案、市場の調査、新サービスの開発を含みますが、こ

れらに限られません）することができるものとします。 

２ 当社は、別途当社が収集したチイキズカン会員からのアンケート結果、応募情報デー

タ、契約者の利用実績（採用決定人数など当社が企業マイページ上で確認できるやりと

り、その他前述の契約者からの報告内容を含みますが、これらに限られません）をもと

にした集計結果など、契約者に関する統計情報を本システム上に掲示できるものとしま

す。 

３ 当社はその裁量的な判断により、チイキズカン会員に対して、契約者に対する選考等の

進捗確認や、契約者に関する情報を提供する場合があります（契約者はこれに必要な協

力を当社に行うものとします）。また、当社は上記の情報提供のために本システムの利

用履歴（ページビュー、スカウトの送受信歴、本システムを通じた会員の転職活動の過

程、成否などを含みますが、これらに限られません）を、本システムを利用して確認す

る場合があります。 

 

第２３条（契約者の保証・責任） 

１ 契約者は、当社に提供する契約者の求人情報、指定したリンク先のウェブサイトの内容

等一切の情報（以下「求人情報等」といいます）が、以下の各号のいずれにも該当しな

いことを保証します。 

(1) 法令、条例又は公序良俗に違反するおそれがあるもの 

(2) 犯罪的行為に結びつくおそれがあるもの 

(3) 基本的人権を侵害し、就職差別を助長し、又は均等な雇用機会を損なうおそれがあ

るもの  

(4) 応募者に対して次に掲げるような経済的な負担を不当に要求し又はそそのかすもの 
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ア. 商品、材料、器具等の購入 

イ. 講習会費、登録料等の支払・納入 

ウ. 金銭等による出資 

エ. 教育施設等による経費を伴う受講 

(5) わいせつ図画、文書の頒布等にあたるもの 

(6) 事実誤認を誘発し、又は虚偽若しくは誤りを含むもの 

(7) 当社又は第三者の著作権その他知的財産権を侵害するもの  

(8) 当社又は第三者の財産権、名誉、プライバシーその他一切の権利を侵害するもの 

(9) 当社又は第三者を誹謗中傷し、又は信用を毀損する内容であるもの  

(10) 本サービス運営を妨げ又は当社若しくは本サービスの名誉、信用、イメージを毀損

するもの  

(11) 採用活動以外の目的でチイキズカン会員の情報を利用するもの  

２ 当社は、契約者の求人情報等が前項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがある

と合理的な理由により判断した場合には、契約者に事前に通知することなく、当該契約者

の求人情報等に基づき作成された求人ページの掲載を停止若しくは中止することができる

ものとします。なお、かかる求人ページの掲載の停止又は中止により契約者が損害を被っ

た場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。 

３ 当社は、契約者の求人情報等が第 1 項各号のいずれかに該当するか否かについて、求人ペ

ージ掲載の前後を問わず確認義務を負うものではなく、契約者の費用と責任において確認

するものとします。  

４ 契約者の求人情報等が第 1 項各号のいずれかに該当することを理由として、当社が第三者

から権利侵害の主張を受けた場合、契約者は自らの費用と責任においてこれを解決するも

のとします。この場合、当社がかかる紛争に対応したときには、契約者は、当社が要した

費用（弁護士費用、当社及び本サービスの信用等の回復に要する費用等の一切を含む）

を、当社に支払うものとします。 

   

第２４条（解除）  

１ 当社及び契約者は、その相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、かつ、書面で当該違

反の是正要求を受けた後 30 日以内に当該違反が是正されなかった場合には、かかる相手

方に対する書面の通知をもって本契約を解除することができるものとします。 

２ 当社及び契約者は、その相手方について次の各号に該当する事由が一つでも生じた場合に

は、何らの通知又は催告なく、本契約を解除することができるものとします。 

(1) 監督官庁より営業停止、営業免許若しくは営業登録の取消処分を受けたとき 

(2) その重要な財産について仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、担保権の実行とし

ての競売等の申立て、又は破産、民事再生、会社更生、特別清算の申立てがあった

とき 

(3) 手形又は小切手の不渡り処分を受けたとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき 

(4) 支払停止又は支払不能の事由を生じたとき  

(5) 解散の決議（法令による解散を含みます）をしたとき 

(6) 相手方に対し、信義誠実の原則に反する行為を行ったとき 

(7) その他、本契約の正常な履行が困難と判断する事由が生じたと認めるとき 

３ 前二項によって本契約を解除した当事者は、その相手方に対して、解除によって生じた一

切の損害（弁護士費用を含みます）について賠償請求をすることができるものとします。
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第２５条（本契約終了時の措置） 

本契約が終了した場合（終了事由の如何を問いません。以下本条において同様とします）、

本約款第 12 条､第 13 条､第 18 条､第 22 条､第 26 条ないし 28 第条及び本条はなお有効に存続

するものとします。なお、本契約が終了した場合、当社は、本システムにおいて保管されてい

る契約者の情報等について保管する義務を負わず、当社の裁量により契約者の情報を削除等で

きるものとします。 

 

第２６条（合意管轄） 

本契約又は本約款に関して当社と契約者等の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁

判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。 

 

第２７条（協議）   

本約款に定めのない事項、本約款中疑義の生じた事項については、当社と契約者が別途協議

のうえ、これを決定するものとします。  

 

第２８条（本約款の変更）  

１ 当社は、第 5 条所定の費用の改訂を除き、必要な場合には、本約款を変更し又は本サービ

スの利用に関しガイドライン及び特約を定めること（以下これらをあわせて「本約款等の

変更等」といいます）ができるものとします。 

２ 当社は、本約款等の変更等を行う場合、当該変更等の効力発生前に、本約款等の変更を行

う旨、並びに当該本約款等の変更等の効力発生時期及び内容について、当社のウェブサイ

ト上に掲載その他適宜の方法により、契約者に周知するものとします。 

３ 本約款等の変更等の効力発生時期が到来するまでに、当社が前項所定の周知を行った場合

であって、契約者が本約款等の変更等の効力発生日以後に本サービスを利用した場合、当

該契約者は、本約款等の変更等に同意したものとみなします。 

 

第２９条（問い合わせ先） 

 本約款に定める当社に対する通知その他本サービス・本約款に関するお問い合わせは、下記

のメールアドレスまでご連絡ください。 

  アドレス：info@chiiki-zukan.com 

以上 

 

 

2025 年 1 月 10 日 一部改訂 

2025 年 6 月   4 日 一部改訂 


